
物品購入の一般競争入札公告 

社会福祉法人 端午会 （仮称）特別養護老人ホームみなみの苑 における物品購入等の一般競争入札につ

いて、次のとおり公告します。 

平成 27 年 9 月 1日 

社会福祉法人 端午会 

理事長 山田 正男 

１．入札内容 

 （1） 購 入 物 品  下記の物品項目についてそれぞれ入札を行うものとする。 

① 厨房機器一式 

② 特殊入浴設備一式 

 （2） 仕様及び数量  別紙仕様書による 

 （3） 納 入 場 所  〒342-0033 

埼玉県吉川市大字中曽根字水溜 1584 番 1 他

               社会福祉法人 端午会 

               （仮称）特別養護老人ホーム みなみの苑 

 （4） 納 入 時 期  平成 27年 12 月～平成 28年 2月 

２．入札方法等 

 （1） 入 札 方 法  一般競争入札 

 （2） 予 定 価 格  非公表 

 （3） 最低制限価格  無 

 （4） 入札保証金  無 

３．入札参加資格 

 （1） 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 

 （2） 埼玉県物品等競争入札参加資格登録事業者であること。 

 （3） 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参

加停止の措置を受けていない者であること。 

 （4） 公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外

等の措置を受けていない者であること。 

 （5）  医療、福祉関連事業の納入実績を有する者であること。 

 （6） 当法人の理事が役員をしている企業でないこと。 

４．入札参加申請書及び見積物品の仕様書等の配布 

 （1） 配 布 方 法  当法人ホームページに掲載 

 （2） 掲 載 期 間  平成 27年 9月 1日（火）より 

５．入札参加申請 

 （1） 受 付 期 間  公告日から平成 27年 9 月 8 日（火）午後 4時必着。 

受付時間は午前 10時から午後 4時まで 

ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く。 

 （2） 提 出 方 法  入札参加希望者は、入札参加資格の確認できる下記の資料を郵送又は持参にて提

出すること。（持参の場合、要予約のこと） 

               a.入札参加申請書（様式あり） 

               b.埼玉県物品等競争入札参加資格審査決定通知書 



               c.会社案内 

               ｄ.納入実績一覧表 

 （3） 提 出 先  〒359-1131  埼玉県所沢市久米 1538-2 

                         社会福祉法人 端午会 特別養護老人ホームところの苑 

                         担当：山田正男 

                         電話：04-2929-6955 FAX：04-2929-6956 

６．入札参加資格の確認 

   入札参加申請をされた事業者に対しては、入札参加資格の有無について審査し、結果を平成27年 9月 9

日（水）までに電子メール又は FAX にて通知する。 

   また、入札参加資格「有」とされた事業者については、併せて入札書等の書式を送付します。 

７．見積りにあたっての注意事項 

  （1） 見積にあたっては、仕様書に準拠した物品で見積を行うこと。ただし、法人が認めた物品に限り、他の

同等の品質以上の物品に換えることができるものとする。 

  （2） 上記の場合、仕様書に定めた仕様より劣る、若しくは異なる物品で落札または納入されたと法人が判

断した場合、法人が指定した物品に、落札者の負担において交換すること。 

８．仕様書等に関する質疑  

 （1） 提 出 日 時  平成 27年 9月 18 日（金） 午前 12時まで 

 （2） 提 出 方 法  電子メール又は FAXにて受付ます。 

 （3） 提 出 先  社会福祉法人端午会 特別養護老人ホームところの苑 

               担当：山田正男 

               電子メール: m.yamada@tangokai.jp    FAX：04-2929-6956 

 （4） 質 疑 回 答  平成 27年 9月 28 日（月） 

電子メール又は FAX にて回答します。           

９．入札執行日時等 

 （1） 入札執行日時  平成 27年 10月 5 日（月）次の時間帯で実施します。 

①厨房機器一式 午前 10 時 00 分～ 

②特殊入浴設備一式 午前 10 時 30 分～ 

 （2） 入 札 会 場  特別養護老人ホームところの苑 1F 会議室 

               埼玉県所沢市久米 1538-2 

               電話：04-2929-6955 

１０．入札に当たっての注意事項 

 （1） 代理人にて入札する場合は、委任状を提出すること。 

 （2） 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の 100 分の 8 に相当する額を加算した

額（当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札価格とす

る。（非課税商品については、加算しない金額をもって落札価格する。） 

     ただし、車両等の入札については、入札書に消費税を含めた金額を記載することとし、記載の金額をも

って落札価格とする。 

 （3） 入札を辞退するときは、入札辞退届により申し出ること。 

 （4） 初度入札において入札参加者の数が 1 者であるときは、入札を執行しないものとする。ただし、辞退す

る旨を記載した入札書を入札日当日に持参し、入札する者は入札参加者に含めるものとする。 



１１．落札者の決定 

 （1） 予定価格の範囲内で入札した者のうち、最低価格で入札した者を落札者とする。 

 （2） 予定価格の範囲内で入札した者がいない場合は、再度入札を実施する。（再度入札は 1回まで） 

 （3） 上記（2）によっても落札者がいない場合は、①及び②の場合に限り、下記の条件を遵守したうえで、交

渉による随意契約を行うものとする。 

    ① 最低価格で入札した者に契約締結の意思がある場合（最低価格で入札した者に契約締結の意思が

ない場合は順次、次に低い価格で入札した者を対象とする。） 

    ② 再度入札において、入札に応じる者が 1者のみとなった場合。 

     条件１．随意契約であっても契約額は予定価格の範囲内であること。 

     条件２．交渉の過程で予定価格を明らかにすることは認められないこと。 

     条件３．入札に当たっての条件等を変えることは認められないこと。 

     条件４．契約額が確定した場合は、その内容を書面にし、事業者及び業者が署名（捺印）すること。 

 （4） 落札者とすべき同額の入札をした者が 2以上あるときは、くじ引きにより落札者を決定するものとする。 

１２．入札の無効 

   下記の各項目に該当する入札は無効とする。 

 （1） 入札に参加する資格のない者がした入札 

 （2） 郵便、電報、電話及びファクシミリにより入札書を提出した者がした入札 

 （3） 談合その他不正行為があったと認められる入札 

 （4） 虚偽の確認申請書を提出した者がした入札 

 （5） 入札後に辞退を申し出て、その申し出を受理された者がした入札 

 （6） 次に掲げる入札をした者がした入札 

      ア 入札書の押印のないもの 

      イ 記載事項を訂正した場合においては、その箇所に押印のないもの 

      ウ 押印された印影が明らかでないもの 

      エ 記載すべき事項の記入のないもの、又は記入した事項が明らかでないもの 

      オ 代理人で委任状を提出しない者がしたもの 

      カ 他人の代理を兼ねた者がしたもの 

      キ 2 以上の入札書を提出した者がしたもの、又は 2以上の者の代理をした者がしたもの 

 （7） 前各項目に定めるもののほか、その他公告に示す事項に反した者がした入札 

１３．契約 

 （1） 直近の理事会を経て落札者と契約を締結する。契約書は落札者が作成する。 

 （2） 契約の履行については、発注者の指示に従うとともに、県等から指導があった場合には従うこと。 

１４．支払条件等 

     支払期日は、平成28年3月末とし契約金額一括払いとする。ただし、埼玉県特別養護老人ホーム等整

備促進事業費補助金の交付及び、独立行政法人福祉医療機構の融資実行状況により変更する場合

があります。 

１５．この公告に関する問い合わせ先 

     社会福祉法人 端午会 （仮称）特別養護老人ホームみなみの苑 開設準備室 

     担   当 ： 山田正男 

     住   所 ： 〒359-1131 埼玉県所沢市久米 1538-2 

                       特別養護老人ホームところの苑 内 

     電   話 ： 04－2929－6955 

     F  A  X ： 04－2929－6956      

     （ただし、土曜日、日曜日、祝祭日を除く、午前 10時から午後 4時までの間とする。） 


